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規

則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
一
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
第
十
二
号
の
二
イ
中｢

給
水
及
び
汚
物
処
理
の
基
準
１｣

を｢

使
用
水
等
の
管
理
３｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

従
事
者｣

を｢

食
品
取
扱
者｣

に
改
め
、｢

の
基
準｣

を
削
り
、｢

受
け
る｣

を

｢

受
け
さ
せ
る｣

に
改
め
、
同
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

別
表
第
一
第
一
号
の
製
品
の
回
収
及
び
廃
棄
２
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
等
の
措
置
に
係
る
指

示
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

上
北
郡
七
戸
町

平
成
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( )

青
森
県
告
示
第
五
百
七
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
斗
内
字
沢
田
五
五
の
二

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
三

戸
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
百
八
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

、

｣

｢

及
び

｣

｢

を
削
り
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
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津
軽
石
川
農
業
協
同
組
合

弘
前
市
大
字
石
川

黒
石
市
農
業
協
同
組
合

黒
石
市
農
業
協
同
組
合
中
央
支
所

黒
石
市
農
業
協
同
組
合
追
子
野
木
出

張
所
黒
石
市
農
業
協
同
組
合
浅
瀬
石
支
所

黒
石
市
農
業
協
同
組
合
六
郷
支
所

黒
石
市
一
番
町

黒
石
市
一
番
町

黒
石
市
追
子
野
木
一
丁
目

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石

黒
石
市
大
字
赤
坂

黒
石
市
農
業
協
同
組
合
山
一
出
張
所

黒
石
市
農
業
協
同
組
合
津
軽
山
形
支

所

黒
石
市
大
字
温
湯

黒
石
市
大
字
牡
丹
平

津
軽
尾
上
農
業
協
同
組
合

津
軽
尾
上
農
業
協
同
組
合
東
支
所

津
軽
尾
上
農
業
協
同
組
合
中
央
支
所

津
軽
尾
上
農
業
協
同
組
合
西
支
所

平
川
市
原
大
野

平
川
市
金
屋
上
松
元

平
川
市
原
大
野

平
川
市
日
沼
富
田

浪
岡
農
業
協
同
組
合
野
沢
支
所

青
森
市
浪
岡
大
字
�
沢

浪
岡
農
業
協
同
組
合
野
沢
支
所

津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合

津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
石
川
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
黒
石
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
追
子
野

木
出
張
所

津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
浅
瀬
石

支
店
津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
六
郷
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
山
形
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
山
一
出

張
所
津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
平
賀
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
松
崎
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
柏
木
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
大
坊
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
新
屋
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
竹
館
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
�
川
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
尾
上
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
尾
上
西

支
店
津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
東
支
店

津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
常
盤
支

店

青
森
市
浪
岡
大
字
�
沢

平
川
市
本
町
北
柳
田

弘
前
市
大
字
石
川

黒
石
市
一
番
町

黒
石
市
一
番
町

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石

黒
石
市
大
字
赤
坂

黒
石
市
大
字
牡
丹
平

黒
石
市
大
字
牡
丹
平

平
川
市
本
町
北
柳
田

平
川
市
本
町
北
柳
田

平
川
市
本
町
北
柳
田

平
川
市
本
町
北
柳
田

平
川
市
尾
崎
稲
元

平
川
市
唐
竹
苺
原

平
川
市
�
川
大
川
添

平
川
市
原
大
野

平
川
市
原
大
野

平
川
市
原
大
野

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
常
盤



( )

｣

｢

を
削
る
。

｣

公

告

浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
の
公
表

水
防
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川

に
つ
い
て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
そ
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
及
び
当
該
水
深
を
表
示
し
た
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

岩
木
川
水
系

浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
の
公
表

水
防
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川

に
つ
い
て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
そ
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
及
び
当
該
水
深
を
表
示
し
た
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

今
別
川
水
系
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津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
田
舎
館

支
店
津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
田
舎
館

西
支
店

津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
光
田
寺

支
店
津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
板
柳
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
沿
川
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
南
部
支

店津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
小
阿
弥

支
店

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
田
舎

舘南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
田
舎

舘南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
田
舎

舘北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
福
野
田

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
夕
顔
関

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
夕
顔
関

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
夕
顔
関

津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合

津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合
平
賀
支

所津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合
竹
館
支

所津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合
新
屋
支

所津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合
松
崎
支

所津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合
柏
木
支

所津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合
�
川
支

所津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合
大
坊
支

所津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合
田
舎
館

支
所
津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合
西
支
所

津
軽
み
な
み
農
業
協
同
組
合
光
田
寺

支
所
常
盤
村
農
業
協
同
組
合

い
た
や
な
ぎ
農
業
協
同
組
合

い
た
や
な
ぎ
農
業
協
同
組
合
南
部
支

所い
た
や
な
ぎ
農
業
協
同
組
合
小
阿
弥

支
所
い
た
や
な
ぎ
農
業
協
同
組
合
沿
川
支

所

平
川
市
本
町
北
柳
田

平
川
市
本
町
北
柳
田

平
川
市
唐
竹
苺
原

平
川
市
尾
崎
稲
元

平
川
市
松
崎
亀
井

平
川
市
柏
木
町
柳
田

平
川
市
�
川
大
川
添

平
川
市
大
坊
竹
内

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
田
舎

館南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
大
根

子南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
堂
野

前南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
常
盤

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
福
野
田

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
滝
井

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
大
俵

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
夕
顔
関

区

間

名

称

上

流

端

下

流

端

旧
十
川

十
川
か
ら
の
分
派
点

岩
木
川
へ
の
合
流
点

松
野
木
川

左
岸

五
所
川
原
市
大
字
松
野
木
字

花
笠
二
七
番
二
地
先
の
松
野

木
橋
下
流
端

右
岸

五
所
川
原
市
大
字
松
野
木
字

花
笠
二
八
番
二
地
先
の
松
野

木
橋
下
流
端

旧
十
川
へ
の
合
流
点



( )

小
湊
川
水
系

浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
の
公
表

水
防
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川

に
つ
い
て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
そ
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
及
び
当
該
水
深
を
表
示
し
た
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

野
辺
地
川
水
系

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
三
建
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

正
木

や
ゑ
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
�
東
町
九
三
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
〇
〇
一
六
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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区

間

名

称

上

流

端

下

流

端

今
別
川

関
口
川
の
合
流
点

海
に
至
る
場
所

区

間

名

称

上

流

端

下

流

端

小
湊
川

左
岸

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
田
茂

木
字
不
動
沢
四
三
番
二
地
先

の
田
茂
木
橋
下
流
端

右
岸

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
田
茂

木
字
堤
尻
二
七
番
地
先
の
田

茂
木
橋
下
流
端

海
に
至
る
場
所

区

間

名

称

上

流

端

下

流

端

野
辺
地
川

左
岸

上
北
郡
東
北
町
字
家
ノ
前
二

番
一
三
地
先
の
一
ノ
渡
橋
下

流
端

右
岸

上
北
郡
東
北
町
字
湯
沢
二
番

二
地
先
の
一
ノ
渡
橋
下
流
端

海
に
至
る
場
所

枇
杷
野
川

左
岸

上
北
郡
野
辺
地
町
字
観
音
林

後
一
番
一
地
先
の
枇
杷
野
橋

下
流
端

右
岸

上
北
郡
野
辺
地
町
字
切
明
四

〇
番
五
〇
地
先
の
枇
杷
野
橋

下
流
端

野
辺
地
川
へ
の
合
流
点



( )

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
杣
谷
組

二

代
表
者
の
氏
名

杣
谷

誠
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
�
算
用
師
八
五
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
九)

第
九
八
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
六
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
杣
谷
組

二

代
表
者
の
氏
名

杣
谷

誠
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
�
算
用
師
八
五
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
九
八
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
六
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

雑

報

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
度
決
算
の
要
旨
を

公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長

外

川

三

千

雄
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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